
令和６年度 地域交流型フードサポート北九州助成金 交付概要 

 

 

本助成金は、物価高騰などの影響を受け支援を必要とする世帯に、食品の配布及び、当該世

帯に必要な相談支援を実施することで、支援機関や地域での見守りの輪へつなげることを目的

に、北九州市内で食品配布（フードパントリー）を実施するにあたり必要となる費用を助成します。 

 

■対象事業 

  物価高騰などの影響を受け、何らかの支援を必要とする世帯に、食品の配布及び、当該世

帯に必要な相談支援を実施する事業。 

 

■対象団体  

   北九州市に所在し、主として北九州市民を対象として活動を行うことを目的として設立さ

れた団体で、次に掲げる条件を満たす任意団体、社会福祉法人等を含む民間団体。 

○地域の自治会・町内会などの地域団体と連携予定・実績がある団体 

○地域づくりや地域の生活困窮者支援に資する取り組みを行っている団体 

○次に揚げる団体等に該当しない 

・ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（以下、「暴対法」という。）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

・ 暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

・ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 

 

■助成内容 

  上記対象事業を北九州市内で実施する際に、必要と認められる経費。【上限 20万円】 

    ※北九州市その他の公的機関から委託を受けている、もしくは補助金、助成金、その他これに類する 

公的支援を受けている事業に関わる経費は除く。 

○支援に必要な物品購入費 ○食品を保管する倉庫や開催場所の賃借料  

○配送に係る運搬費 ○人件費 ○諸謝金 ○印刷製本費・広報費 ○燃料費  

○光熱水費、雑役務費 など 

 

  ■対象事業実施期間 

    交付決定から令和７年３月２日（日）までに実施した事業が対象 

 

  ■申請期間 

    令和６年１２月２日（月）から令和７年１月３１日（金） １７時まで 

※申請順に審査し、交付可否を決定いたしますので、申請期間中であっても申請額が 

事業予算に達し次第、受付を終了します。 



  ■申請に必要な書類 （※マークのある書類は、指定様式） 

①交付申請書（様式第１号） ※ 

②団体概要及び地域の自治会・町内会などの地域団体との連携について 

（様式第１－1号） ※ 

③助成申請額明細書（様式第１－２号） ※ 

④代表者の本人確認書類の写し 

⑤振込先の口座番号を確認できる書類などの写し 

⑥各種挙証資料  

⑦その他委員長が必要と認める書類  

 

  ■実績報告  

   令和７年３月１0日（月）１7時までに下記書類を提出すること。 

※締切厳守（期日までに実績報告書が提出されない場合、助成対象外となる可能性  

 があります。） 

（※マークのある書類は、指定様式） 

   ①実績報告書（様式第５号） ※ 

②対象事業開催実績及び、地域の自治会・町内会などの地域団体との連携に係る 

実績報告書（様式第５－１号） ※  （当日の様子が分かる写真を２枚以上添付） 

③実績額明細書（様式第５－２号） ※ 

④実績額が分かる資料（領収書（必ず宛名記入）などの金額が分かる書類） 

⑤その他委員長が必要と認める書類  

 

  ■その他  

 交付決定後、事業内容等の変更がある場合は、事前に事務局へ報告をし、

必要な書類を提出すること。  

 特段の理由なく、支援を受ける対象者を制限しないこと。 

 対象事業の開催にあたっては、広く地域住民に周知すること。 

 

  ■お問い合せ先 

   フードサポート北九州実行員会事務局（北九州市保健福祉局地域福祉推進課） 

TEL：093-582-2060  

※申請する前に、事前にお電話にてご連絡ください。 


